
平成２７年７月３１日

子 ど も 家 庭 局

認定こども園について

１ 認定こども園とは

 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も

行う施設です。（平成１８年に導入） 

３つのポイント

１ ⇒ 保護者の働いている状況に関わりなく、３～５歳のどのお子さんも、

教育・保育を一緒に受けます。 

２ ⇒ 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、 

     通いなれた園を継続して利用できます。 

３ ⇒ 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どもの 

     ご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。 

２ 認定こども園の普及の考え方

 子ども・子育て支援新制度では、幼保連携型認定こども園は学校及び児童福祉施設

の法的位置づけを持つ単一の施設として、本市に認可・指導監督が一本化されるなど、

認定こども園制度の改善が図られており、教育・保育施設の利用状況や利用者の希望

とともに、幼稚園、保育所等事業者の意向などを踏まえ、認定こども園への移行支援・

普及に努めていきます。

 北九州市子ども・子育て支援事業計画に基づく目標

 【平成２７年度】        【平成３１年度】

３施設（現状）          ２６施設

３ 本市の認定こども園の設置状況

（平成 27年 4月 1 日現在）

施設名 類型 定員 所在地 

こども園きっずこくらみなみ 幼稚園型 ７０ 小倉南区南方３－２３－５ 

認定こども園 成松幼稚園 幼稚園型 １８０ 八幡西区清納２－３－２１ 

ちいさいおうち共同保育園 地方裁量型 ４５ 八幡西区上香月１－２－１２ 
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子ども・子育て支援新制度ハンドブック（抜粋）
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